
令和４年８月号

２ 中小事業主のみなさまへ！

１ 全国労働衛生週間が始まります！

令和４年度の全国労働衛生週間は１０月１日（土）から１０月７日（金）まで（準備
期間９月１日から９月30日まで）です。事業者や衛生管理者の職場巡視を強化し、快
適な職場環境の整備、過重労働対策、メンタルヘルス対策にも取り組んでください。

令和４年度スローガン
「あなたの健康があってこそ 笑顔があふれる健康職場」

本紙に関する問合せは二戸労働基準監督署（TEL0195-23-4131）まで。

２０２３年４月１日から

月６０時間を超える時間外労働の

割増賃金率が引き上げられます

1か月の時間外労働
１日８時間・１週４０時間
を超える労働時間

６０時間以下 ６０時間超

大企業 ２５% ５０％

中小企業 ２５% ２５%

1か月の時間外労働
１日８時間・１週４０時間
を超える労働時間

６０時間以下 ６０時間超

大企業 ２５% ５０％

中小企業 ２５% ５０%

〔 〕 〔 〕

〇改正のポイント
中小企業の月６０時間超の時間外労働に対する割増賃金率が

５０％になります
改正前

（２０２３年３月３１日まで）

改正後
（２０２３年４月１日から ）

➢２０２３年４月１日から労働させた時間に
ついて、割増賃金の引き上げの対象となります。

２５％から５０％へ！

二戸労働基準監督署ニュース

働き方改革推進支援助成金 業務改善助成金
助成金もご活用ください



基本事項を徹底してください！！（全業種共通事項）

二戸労働基準監督署管内で今年３件目の死亡災害が発生

本年７月１１日、二戸労働基準監督署管内で死亡災害が発生しま
した。
木材伐出現場で、車両系木材伐出機械により立木を倒したところ、

つるが絡んでいた他の立木が折れ、被災者の頭部を直撃したもので
す。二戸労働基準監督署管内の令和４年の死亡労働災害は本件で３
件目（林業で２件目）です。

１ 作業に必要な資格の確認
労働者に行わせる作業に必要な資格（免許、技能講習、特別教

育）を再度確認してください。無資格での事故＝無資格で作業さ
せた事業主の責任となります。口頭ではなく、資格証の原本を確
認する方法で、労働者の資格の有無を把握してください。

２ 作業計画の作成
車両系木材伐出機械をはじめ、車両系建設機械、車両系荷役運
搬機械を用いた作業その他各種作業で、事前に作業計画を作成す
ることが規程されています。
「いつもやっている作業だからわかっているだろう」
と作業者任せにせず、作業場所の状況を把握し、作業手順や立入
禁止区域などを具体的に決め、労働者に周知させたうえで作業に
臨んでください。

死亡災害が多発しています

二戸労働基準監督署では、労働安全衛生関係法令の周知啓発、労働
災害防止のためのパトロール、発生した労働災害の再発防止のため
の立ち入り調査、重大・悪質な事案の場合の送検など、労働者の命
と健康を守るための業務を強化し進めてまいります。

製造業 建設業 道路貨物
運送業 林業 小売業 社会福祉施

設
全産業
合計

（左記以外の業
種含む）

今年度 １６ １９ １０ １０ ７ ７ ９３

前年同期 ２１ ２０ ８ ３ ４ ６ ７８

増減率(%) ▲２３．８ ▲５ △２５ △２３３ △７５ △１６．７ △１９．２

令和４年１月～７月の休業４日以上の労働災害発生状況（速報値）

前年比２割近い増
加！！！


